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担当課 政策経営課 

№ 意見の要旨 市の考え方 

① 全体に対するもの 

1 

今回、なぜ基本構想（案）までの意見公

募としたのか。基本計画は後日、意見公

募をするのか。 

総合計画は基本構想と基本計画を分けて 2

か年で策定業務を進めています。基本計画の

意見公募については、本年 9 月に実施する

予定です。 

2 

健康づくり、子育て支援、男女共同参画

の推進などに関連して、計画では特に触

れられていないように思われる。健康づ

くりにおける禁煙と受動禁煙対策の推

進関係者の立場から、非喫煙者を受動喫

煙の危害から守るための重点施策をお

願いしたい。 

公共施設においては、施設内禁煙、敷地内に

おける分煙を徹底し、非喫煙者への配慮に努

めています。計画では、「基本目標」と「施

策の方針」で掲げる健康づくりの推進におい

て課題認識しておりますので、当該対策につ

いては、子育て支援や男女共同参画も含め、

各種事業の運用において、引き続き配慮して

いきます。 

② 第 1編 ＞ 第 1章 計画策定の趣旨 ＞ 第 1節 計画策定の背景 

3 

「環境問題、少子高齢化、市民ニーズの

多様化、自治体行政の役割、国際化への

対応などを踏まえ総合計画を策定しま

す」と記述があるが、国際化への対応に

ついて、一部には読み取れる箇所がある

が不十分であると思う。 

時代の潮流の「観光などによる内外の交流人

口の増加」において、インバウンド対策に触

れ、本市としても国内外へのアピールを進め

る考えを示しており、この考えは、基本計画

においても補完していきます。 

③ 第 1編 ＞ 第 2章 市の概況 ＞ 第 1節 立地と沿革 

4 

本市が県内市町村の中で、どのような位

置にあるのか、場所、地勢、沿革のほか

に、市の財政指数とか所得などを表しど

ういう状況なのかを示す必要があると

考える。また他市町村と比較し特徴ある

指標があれば示してはどうか。 

各種指標においては、前期基本計画において

お示しします。 



④ 
第 1編 ＞ 第 2章 市の概況 ＞ 第 2節 時代の潮流 

3.観光などによる内外の交流人口の増加 

5 

茨城の観光レクレーション現況の市へ

の入込客数を取り上げているが、市が調

査した数字をあげるべきではないか。 

茨城の観光レクリエーション現況は、観光客

動態調査で市町村が報告した結果を取りま

とめた内容となります。 

⑤ 
第 1編 ＞ 第 2章 市の概況 ＞第 2節 時代の潮流 

5.多様な主体の連携や協働意識の高まり 

6 

かすみがうら市の動向に表している、全

国で 2番目に多い状況とは、茨城県のこ

とと思うが、本市の事のようにも読め

る。また、本市の動向が見えない。 

ここでは、茨城県内と明記しておりますの

で、原案どおりといたします。また、本市の

動向については、3段落目に記載の活動事例

を踏まえ、市民の中の協働意識の広がりや

様々な主体による連携を行政もさらに後押

しするとともに、まちづくりにおいても市民

との懇談を深めながら進めていくこととし

ています。 

⑥ 第 1編 ＞ 第 2章 市の概況 ＞ 第 4節 まちづくりの主要課題 

7 

時代の潮流はこのようになっています。

これを踏まえて市の動向はこうです。こ

のような記述が親切ではないか。どのよ

うに理解していいかわかりにくい。 

また、成長課題、改善課題、強化課題の

意味を教えてほしい。 

ご意見を参考に、全体を通して整理を行いま

す。 

⑦ 第 2編 ＞ 第 2章 施策の大綱 ＞ 第 2節 施策の方針 1-（2）快適な住環境の整備 

8 

公園・緑地の整備を進めるとは、新たに

設置するのか、それとも、現在ある公園

を更なる利便性を図るため、改修整備な

のか、それとも両方を考えているのか。 

また、整備とは何か教えていただきた

い。 

主には改修整備を指していますが、ここでの

整備とは、住環境を充実させていく行為全般

を意味しております。 

⑧ 第 2編 ＞ 第 2章 施策の大綱 ＞ 第 2節 施策の方針 1-（3）資源循環型社会の形成 

9 

この中で、冒頭に環境問題への対応とし

て、の記載があるが、環境問題イコール

ごみの対応でしょうか。環境問題は幅広

く捉えるべきであり、資源循環型社会形

成は、環境問題の一つの対策であると思

う。 

環境問題は（1）にも関係する内容でありま

すので、（3）の冒頭にある「環境問題への

対応として」は削除します。 



⑨ 第 2編 ＞ 第 2章 施策の大綱 ＞ 第 2節 施策の方針 7-（5）行政サービスの向上 

10 

職員の意識改革を進めるとは、どういう

ことなのか。表現としては「今後の社会

情勢の変化に対応できる、職員の育成を

図る。」が適切ではないか。 

本市の人材育成基本方針と合せた表現であ

り、職員自身の資質向上を目指した自己 

啓発が重要である意味を持たせています。 

11 

「計画的・効率的な財政運営の維持に努

めます。」の維持とは何を意味するのか。 

基本構想の中で、特化して財政運営につ

いて、著すべきと考える。 

今後も、継続して健全で持続可能な財政運営

に努めていくことを意味しており、基本構想

としては基本的な方向性を示すものです。 

 


